
部活動地域移行モデル事業業務委託仕様書 

 

１．件名 

部活動地域移行モデル事業業務委託 

 

２．業務の趣旨 

（１）目的 

スポーツ庁及び文化庁が令和４年１２月に策定した「学校部活動及び新た

な地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」では、少子化

が進む中、生徒が将来にわたりスポーツ・文化芸術活動に親しむことができ

る機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組む必要があるとされて

いる。また、これまでの部活動は教師の献身的な勤務によって支えられてき

ており、長時間労働の一因となっている現状がある中、国では公立学校にお

ける働き方改革の視点を踏まえ、部活動改革を進めている。本市でも、これ

らの社会的情勢を踏まえて、部活動改革を進めていく必要がある。本業務は、

土日・祝日の部活動指導を学校外の団体に委託することで、生徒・保護者及

び教師への効果・影響を調査するとともに、段階的な地域移行を進めるため

に実施するものである。 

（２）履行期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで 

（３）本業務における拠点校及び対象種目は以下のとおりとする。 

① 拠点校 

 成田市立西中学校 

② 対象種目 

 柔道部 

 

３．業務内容 

（１）地域クラブ活動指導業務 

受注者は、地域クラブ活動指導業務に従事するスタッフを２名確保し、実

施の都度当該スタッフを派遣すること。 

① 実施時間 

 土・日曜日及び祝日を原則とし、１回あたり３時間程度の活動を原

則とする。 

② 実施日数 

 令和５年９月２日以降に開始し、週に１回程度の活動を原則として、

履行期間内で２８日を上限とする。 



③ 参加人数 

 週休日及び祝日の地域クラブ活動に参加を希望する生徒。 

④ その他 

 上記のほか生徒が参加する大会に帯同し、生徒のサポートのほか、

状況に応じて顧問に代わり大会運営をサポートすること。大会への帯

同は、１回あたり８時間で年間４回を上限とする。 

（２）調査研究業務 

受注者は、下記の対象に対してアンケート調査等を実施し、本業務の効果

及び 課題等を明らかにするものとする。 

① 参加生徒に関する調査研究 

 地域クラブ指導者による指導に対する満足度や、平日部活動との連

携、要望事項などの調査を通じ、本業務の効果及び課題等を研究する。 

② 教師の働き方改革に関する調査研究 

 地域クラブ指導者による指導に対する満足度や、平日部活動との連

携、要望事項のほか、指導教師の在校時間の変化などの調査を通じて、

本業務の効果及び課題等を研究する。 

③ 保護者に関する調査研究 

 地域クラブ指導者による指導に対する満足度や、平日部活動との連

携、要望事項のほか、保護者の費用負担に関する意見などの調査を通

じ、本業務の効果及び課題等を研究する。 

④ 社会体育団体に関する調査研究 

 成田市内の社会体育団体の把握や、部活動の受け皿としての可能性

について調査研究する。 

（３）報告書作成業務 

① 活動報告書の作成及び提出 

 受注者は、対象地域クラブ活動における活動報告書をその都度作成

し、活動実施後５日以内に電子データで市へ提出する。 

② 事業報告書の及び提出 

 受注者は、本業務を通じて得た調査研究結果をもとに、課題や対応

策についてまとめ、書面及び電子媒体で市へ提出する。 

 

４．実施要件 

（１）活動場所 

対象校施設を利用することを原則とする。他の施設等を使用する場合には、

受注者があらかじめ保護者へ周知し、理解を得た上で実施する。また、移動

に関する安全配慮等についても徹底すること。 



（２）学校との連携 

学校施設の借用や、学校部活動との連絡調整については、受注者が行うも

のとし、施設を使用する際のルール等については、学校の要望を聞き、参加

者にルール等を十分周知し、管理を行うこと。 

（３）緊急対応 

  活動中の事故等緊急対応のため、受注者はあらかじめ対応マニュアル、連

絡体制を整備し市へ提出すること。また、参加者及び指導者の保険加入や一

次対応のための備品整備については受注者が対応すること。 

（４）保護者が負担する費用 

活動に際して保護者が負担する費用については、契約時点で市と受注者が

協議して定めることとし、追加の費用が必要な場合は、事前に市の許可を得

ること。 

（５）説明会への協力 

受注者は、市の要請に応じて、生徒及び保護者への説明会に参加すること。 

（６）問い合わせ窓口の設置 

  本業務の履行期間中は、市、保護者及び対象校からの問い合わせを受け付

ける窓口を設置すること。なお、保護者等から指導中のトラブルについて問

い合わせ・相談があった場合には責任をもって対応すること。 

 

５．成果品 

（１）本業務の成果品は、本仕様書３（３）で示した各報告書及び報告書作成

に使用した資料一式とし、提出部数等は以下のとおりとする。 

① 紙媒体（製本版、Ａ４カラー） ２部 

② 電子媒体（ＣＤ－Ｒ等にデータを格納したもの） ２枚 

 （２）本業務における成果品、資料等の所有権及び著作権は、契約期間にかか

わらずすべて市に帰属するものとし、受注者への断りなく、成果品を業務

等に活用できるものとする。 

（３）受注者が成果品及び資料等を公開、利用等することについては、市が承

認する場合を除き原則認めないものとする。 

 

６．検査 

 受注者は、業務完了時に成果品の検査を受けなければならない。また、業務完

了後に受注者の責による不備等が発見された場合、市が必要と認める訂正、補足

及びその他の必要な作業を直ちに受注者の責任において行うものとする。 

 

 



７．その他 

（１）当該業務の遂行に当たり、受注者は、受注者と直接雇用関係にあるもの

の中から業務主任担当者を選任すること。 

（２）受注者は、本業務の履行に当たり、関連する法令等を遵守しなければな

らない。 

（３）受注者は、本業務上知り得た行政及び個人情報に係る事項を、市の承諾

なしに利用し、または第三者に漏らしてはならない。 

（４）本業務の履行中に生じた諸事故等により、市及び第三者に損害を与えた

場合は、受注者が賠償の責任を負う。 

（５）この仕様書に定めのない事項において疑義を生じた場合は、その都度受

注者と市が協議の上定めるものとする。 


